
厚生労働大臣の定める施設基準等 令和6年10月1日現在

■施設基準等届出状況について

　当院は基本診療料・特掲診療料の施設基準に適合している保険医療機関として九州厚生局長に届け出て、以下の許可を受けています。

【基本診療料】

・ 急性期一般入院料４ ・ 結核病棟入院基本料（１０対１） ・ 精神病棟入院基本料（１５対１） ・ 臨床研修病院診療加算（基幹型）

・ 救急医療管理加算 ・ 妊産婦緊急搬送入院加算 ・ 診療録管理体制加算2 ・ 新生児治療回復室入院医療管理料

・ 急性期看護補助体制加算（２５対１） ・ 重症者等療養環境特別加算 ・ 看護配置加算 ・ 看護補助加算１（３０対１）

・ 療養環境加算 ・ 精神科身体合併症管理加算 ・ 緩和ケア診療加算 ・ 精神病棟入院時医学管理加算

・ 地域医療体制確保加算 ・ 認知症ケア加算２ ・ がん拠点病院加算 ・ 栄養サポートチーム加算

・ 医療安全対策加算１ ・ ハイケアユニット入院医療管理料１ ・ 患者サポート体制充実加算 ・ ハイリスク妊娠管理加算

・ ハイリスク分娩管理加算 ・ 小児入院医療管理料４ ・ 後発医薬品使用体制加算１ ・ 特定集中治療室管理料5

・ 入退院支援加算１（入院時支援加算） ・ 小児入院医療管理料４（養育支援体制加算） ・ 精神疾患診療体制加算 ・ 特定集中治療室管理料5（小児加算）

・ データ提出加算２・４ ・ 歯科外来診療医療安全対策加算1 ・ せん妄ハイリスク患者ケア加算 ・ 新生児特定集中治療室管理料２

・ 医師事務作業補助体制加算１（１５対１） ・ 歯科外来診療感染対策加算1 ・ 精神科応急入院施設管理加算 ・ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

・ 医師事務作業補助体制加算　1　（50対１）（精神科） ・ 急性期看護補助体制加算　（夜間100対1）

・ 看護職員処遇改善評価料（54） ・ 地域包括ケア入院医療管理料１（看護職員配置加算）

・ 感染対策向上加算１(指導強化加算・抗菌薬適正使用体制加算) ・ 看護職員夜間配置加算　16対1配置加算1

・ 急性期看護補助体制加算　（看護補助体制充実加算）

【特掲診療料】

・ 遠隔モニタリング加算（ペースメーカー指導管理料） ・ がん性疼痛緩和指導管理料

・ 小児運動器疾患指導管理料 ・ がん患者指導管理料イ，ロ ・ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 ・ 婦人科特定疾患治療管理料

・ 二次性骨折予防継続管理料１ ・ 二次性骨折予防継続管理料3 ・ 下肢創傷処置管理料 ・ 地域連携夜間・休日診療科

・ 院内トリアージ実施料 ・ 開放型病院共同指導料 ・ がん治療連携指導料

・ がん治療連携管理料 ・ ハイリスク妊産婦連携指導料1・2 ・ 緊急穿頭血腫除去術 ・ 尿道狭窄グラフト再建術

・ 薬剤管理指導料 ・ 医療機器安全管理料１ ・ 歯科治療時医療管理料 ・ 在宅療養後方支援病院

・ 遺伝学的検査 ・ HPV核酸検出、HPV（簡易ジェノタイプ） ・ 検体検査管理加算（Ⅱ） ・ 埋込型心電図検査

・ ヘッドアップテイルト試験 ・ 小児食物アレルギー負荷検査 ・ センチネルリンパ節生検（片側） ・ 画像診断管理加算１

・ コンピューター断層撮影（CT撮影　16列以上64列未満のマルチスライス型機器による場合） ・ 人工腎臓（下肢末梢動脈疾患指導管理加算）

・ 磁気共鳴コンピューター断層撮影（MRI撮影　1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合） ・ 超急性期脳卒中加算 ・ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算

・ 外来化学療法加算１ ・ 外来腫瘍化学療法診療料１ ・ 無菌製剤処理料 ・ 時間内歩行試験

・ 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） ・ 運動器リハビリテーション料（Ⅰ） ・ 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） ・ 膀胱水圧拡張術

・ がん患者リハビリテーション料 ・ 精神科作業療法 ・ 歯科口腔リハビリテーション料２ ・ 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

・ 医療保護入院等診療料 ・ 人工腎臓（慢性維持透析を行った場合１） ・ 人工腎臓（導入期加算１） ・ 経皮的冠動脈形成術

・ 経皮的冠動脈ステント留置術 ・ ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術 ・ 植込型心電図記録計試食術及び植込型心電図記録計摘出術

・ 大動脈バルーンパンピング（ＩＡＢＰ法） ・ ダメージコントロール手術 ・ 胃瘻造設術 ・ 輸血管理料（Ⅰ）

・ 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 ・ がん拠点病院加算 ・ がん治療連携管理料

・ 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 ・ 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 ・ 麻酔管理料（Ⅰ） ・ クラウンブリッジ維持管理料

・ テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製 ・ テレパソロジーによる術中迅速細胞診 ・ 透析液水質確保加算１

・ ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー ・ 夜間休日救急搬送医学管理料（救急搬送看護体制加算） ・ 悪性腫瘍病理組織標本加算

・ 保険医療機関間の連携による病理診断 ・ 歯科矯正診断料 ・ 顎口腔機能診断料（顎変形症（顎離断等の

・ テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製（中部・センター・沖縄赤十字） ・ 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 手術を必要とするものに限る。）の手術前後

・ テレパソロジーによる術中迅速細胞診（中部・センター・沖縄赤十字） ・ 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 における歯科矯正に係るもの）

・ 広範囲顎骨支持型装置埋入手術

・ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） ・ 入院ベースアップ評価料72 ・ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

【医療観察法】

・ 通院対象者通院医学管理料 ・ 医療観察精神科作業療法



厚生労働大臣の定める施設基準等 令和6年10月1日現在

　当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

■ 入院基本料について

当院は、一般病棟入院患者１０人に対して１人以上、精神病棟入院患者１５人に対して１人以上の看護職員を配置しております。（日勤・夜勤あわせて）

また、一般病棟入院患者２５人に対して１人以上、精神病棟入院患者３０人に対して１人以上の看護補助者を配置しております。

■ 明細書発行体制について

　当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証発行の際に個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を

無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですのでその点ご理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合の

その代理の方の発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

　また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。

■ 初診・再診に係る費用の徴収について

　他の保険医療機関等からの紹介によらず、当院に直接来院した場合については初診に係る費用として初診7,000円 (歯科5,000円)、再診3,000円(歯科1,900円)を徴収する

ことになります。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介によらず来院した場合にあっては、この限りではありません。

　この費用は、病院と診療所の機能分担を推進する観点から、自己の選択に係るものとして、初診料を算定する初診に相当する療養部分について、その費用を

徴収することができると定められたものです。

■ 入院期間が180日を超える入院の費用徴収について

　同一疾病又は負傷により、当該保険医療機関（他の保険医療機関を含む）に通算して１８０日を超える期間の入院(一般病棟）には、入院料の基本点数の１５％

を実費にて費用徴収することになります。なお、疾病又は負傷の状態、処置・治療の内容により対象とならない場合がありますので、詳しくは入院係までお問合せ下さい。

〈一般病棟入院基本料対象者：1日あたり２，３８０円〉

■ 診断群分類別包括評価方式（ＤＰＣ）について

　当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する【ＤＰＣ対象病院】となっております。

　当院に入院される患者様は、診療行為毎に料金を計算する従来の「出来高方式」から、病気、症状等をもとに、処置などの内容に応じて定められた

1日あたりの定額の点数＝「包括評価算定方式」により医療費が計算されます。疾病により一部適用されない場合もありますが、この方式により包括

されるのは入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等については、従来どおり出来高で加算されます。

■ 食事療養について

入院時食事療養（Ⅰ）

当院は入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時（夕食に関しては午後６時以降）、適温で提供しております。

■ 指定医療機関等について

　当院は、以下の各種指定を受けた医療機関です。

・ 指定保険医療機関 ・ 生活保護法指定医療機関 ・ 小児慢性特定疾病指定医療機関 ・ 結核指定医療機関 ・ 災害拠点病院

・ 被爆者一般疾病医療機関 ・ 労災保険指定病院 ・ 指定自立支援医療機関（精神通院医療） ・ 難病法指定医療機関

・ へき地医療拠点病院　　　・ 救急告示指定病院 ・ 第二種感染症指定医療機関 ・ 応急入院指定病院 ・ 協力型臨床研修指定病院

・ 指定通院医療機関 ・ 沖縄県難病医療協力病院 ・ 沖縄県マンモグラフィ検診協力医療機関 ・ 沖縄県肝疾患に関する専門医療機関

・ 地域周産期母子医療センター ・ 特定病院 ・ 地域がん診療病院

・ 育成医療、更生医療指定自立支援医療機関（整形外科・腎臓・歯科矯正・口腔・免疫） ・基幹型臨床研修指定病院 ・地域医療支援病院

・ 第一・二種協定指定医療機関

■ 特別療養環境の提供について

　当院では、個室使用料につきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしています。

※ただし、医師等の判断により個室管理が治療上必要な場合、上記の部屋に入院された場合でも費用は発生しません。

【　ＤＰＣ標準病院群　基礎係数 1.0451　+　機能評価係数Ⅰ0.2614　+　機能評価係数Ⅱ0.1218　+　救急補正係数 0.0279　＝　医療機関別係数　1.4562　】

病棟名 特S室（１１，０００円） 特A室（７，７００円） 特C室（２，７５０円）

３階西病棟 ３１６号室 ３０１号室 ３０２号室・３０３号室・３０４号室・３０８号室・３１２号室・３１３号室・３１４号室・３１５号室

４階西病棟 ４１３号室 ４０１号室・４１７号室・４１８号室

４階東病棟 ４２７号室 ４３６号室・４３７号室・４３８号室

５階西病棟 ５０２号室

５階東病棟 ５２１号室・５２２号室・５２３号室・５３６号室・５３７号室



種類 単位 金額（税込）

　（２）診療時間外

　予防接種料 １回につき 条例第１０条第３項の規定により契約で定める額

　死体処置料 １体につき ５，０００円

　死体検案料 １体につき ３，３００円

　特別室S １１,０００円

　特別室Ａ ７，７００円

　特別室Ｃ ２，７５０円

　（１）生後８日未満の新生児 １０，０００円

　（２）生後８日以上２８日未満の新生児 ３，８１０円

　乳児入院料 １日につき ６５０円

　新生児給食料 １日につき 実費相当額

　基本料金 ５，９１８円

　乳房ケア・指導料 １回につき ２，２００円

　避妊リング挿入技術料 １回につき  ※別途材料費(約\7,000～\30,000）も自己負担となります。 ３３，０００円＋（材料費）

　避妊リング除去技術料 １回につき ５，５００円

　歯科矯正料 １回につき
歯科点数表により算定した額に相当する額に１００分の１１０を乗
じて得た額となる。

　病衣貸与料 １日につき ７３円

未熟児用・新生児用（2～5kg）　　※1（税抜） ２０円　※1（18円）

S・Mサイズ　　　　　　　　　　　　　※1（税抜） ３１円　※1（28円）

　電話代 １回につき 実費相当額

　特別診断書 ４，４００円

　死体検案書 ４，４００円

　普通診断書 ２，２００円

　簡易診断書 １，１００円

　特別証明書 ４，４００円

　普通証明書 ２，２００円

　簡易証明書 １，１００円

　診察券再発行料 １件につき 　診察券 ２２０円

1枚につき 　診療録 １０円

1枚につき レントゲンフィルムコピー（ＣＤ－Ｒ） １００円

　証明書発行手数料 １件につき

　カルテ開示

　　　　　　　　　　　　　　　　　          　       沖縄県立宮古病院長                    　　 　　　　　　　2024/9/1現在

　子供用紙おむつ 1枚につき

　セカンドオピニオン １件につき
※検査結果の判断又は画像診断を行った場合にあっては、
　５，３８０円に当該検査結果の判断又は画像診断について
　点数表により算定した額に相当する額を加算した額に
　１００分の１１０を乗じて得た額となる。

　診断書発行手数料 １件につき

　紹介がなく来院した患者
　の初診加算料

１件につき
　ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合の
　初診については、徴収しないものとする。

７，０００円
※歯科口腔外科の受診にあっては、５，０００円

　他の医療機関を紹介する
　旨の申出に応じず来院した
　患者の再診加算料

１件につき
　ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合の
　再診については、徴収しないものとする。

３，０００円
※歯科口腔外科の受診にあっては、１，９００円

　入院期間が１８０日を
　超えた日以後の入院
　のうち選定療養に係る
　入院の加算料

１日につき 　１０対１入院基本料を算定する場合 ２，３８０円

　新生児入院料 １日につき

　ア　午後１０時から翌日の午前５時まで
標準料金または加算料金に

４０％加算

　イ　午前５時から午前８時３０分まで及び
　　　午後５時から午後１０時まで

標準料金または加算料金に
２０％加算

　特別室料 １日につき

当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
（沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例に基づいています。）

　分娩介助料 １件につき

　１児出産の場合
　（２児以上出産の場合、標準金額に１児増すごとに
　　８０，０００円を加算する〔以下「加算料金」という））

１６０，０００円
（以下「標準料金」という）

　妊娠満２２週以降の出産の場合
　・産科医療補償制度への登録

１児出産につき
１６，０００円

　（１）休日
標準料金または加算料金に

４０％加算


